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令和３年 第１２回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和３年１２月 ９日 

 ３．開催通知の期日   令和３年１２月 ９日 

 ４．招集期日   令和３年１２月２２日 

 ５．招集場所   町文化センター ３階ホール 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １１ 北原元明 欠 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 湯本智明 出 １３ 小池俊治 欠 

４ 山本武彦 欠 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 出 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０ 藤浦忠広 出 ２０   

１０．事務局出欠席 事務局長 鈴木隆夫 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 酒井義之 出 

書  記 梨本祥子 欠 

書  記 石川政志 出 

 

１１．報告事項 

 

 報告第２８号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するかの判断について 

 報告第２９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第３１号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について 

 

１２．提出議案 

 

 議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第２７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について 
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 議案第２９号 農用地利用集積計画の承認について 

 

１３．その他 

 

 当面の日程について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 皆様、ご苦労さまです。全員そろいましたので、時間はちょっと早いですが始めた

いと思います。 

ただいまから令和３年度第１２回山ノ内町農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の欠席者は、４番、山本武彦委員、１１番、北原元明委員、１３番、小池俊治

委員から欠席の連絡をいただいております。 

それでは、招集者の山本会長から挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  皆さん、こんにちは。 

暖かかった秋も終わりまして、見ますと辺り一面真っ白ということで、いよいよ冬

が来たという感じになってまいりました。 

今年度４月に農業委員、農地利用最適化推進委員の改選がございまして、新たに９

名の新農業委員と４名の最適化推進委員の新任の方が増えまして、１９名で４月か

ら今日まで農業委員会活動をしてきていただいております。９か月余りたちまして、

当初最初であれば皆さんとの顔合わせと懇親を兼ねて行いたいわけですけれども、

新型コロナの影響ということで自粛がありまして、皆さんと共に懇親する機会がな

かったわけですけれども、できればまた１月の定例会のときにでもできればなと、

代理と事務局のほうでちょっと相談をしておる最中ですけれども、最後にまた事務

局のほうから説明をいただいて進めたいと思っております。 

それと、１２月１８日ですけれども、長野市内において国会議員６名と北信地域の

１５名の農業委員会長の農政懇談会がございまして、１９地区の会長の中から４地

区の会長からの提案事項がありまして、それぞれ発表していただきまして、国会議

員のほうからいろんな意見をいただいております。それで、一番問題になったのが、

台風１９号災害で遊水池を設けるという話の中で、中野の会長さんなのですけれど

も、農地が大分潰れるということでちょっと問題になりまして、ある議員さんの話

なのですけれども、それに対して何億も使うのであれば、その農地に対して水が入

った場合、それを補償する、何十年に一度あるか分からないという災害ですので、

それで対応したらどうだという話も出ました。それと、長野市で、今、綿内のほう

で大規模に耕地整備をされている箇所が２か所あるのですけれども、１か所がほぼ

出来上がって、今２か所目の工事に入っている中で、議員の話ではないのですけれ

ども、それも何十億とかけるという話の中で、それもそこまでかけてもげえもない

のではないかという話も出ています。それなりの対処の仕方で、お金をかけずに農

地を改善できるのではないかという話も出ていました。私もまだ新しいもので、よ

く理解できなかったのですけれども、そういう話の中で懇談を済ませました。 

それと、この件につきましては１８日にやって、１９日の信毎に一部分記事が載っ

ていました。それより６日ぐらい前にも、伊那地方においても国政懇談会がありま

して、それも懇談会があった次の日ぐらいに新聞に掲載されていました。よければ

また新聞を戻していただいて、読んでいただければと思います。 

簡単ですが以上で終わらせていただきます。今日はお忙しい中ありがとうございま
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した。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、これからの進行を山本会長にお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、議事に入りたいと思います。 

今日の議事録署名委員の選任なのですけれども、 

 １番   湯本幸作 委員 

 ３番   湯本智明 委員 

よろしくお願いします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、議事に入らせていただきます。 

（１）報告第２８号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するかの判断について、

事務局よりお願いいたします。 

 

事務局  報告第２８号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するかの判断についてという

ことで、１ページをお願いします。 

今年皆様に行っていただいた農地パトロールで地図上に赤で塗り、農地の判断をし

た農地について一覧にしてまとめたものでございます。 

こちらのリストに載っている所有者の方に、来年３月に農地通知書を送り、登記変

更をしていただきます。今年度非農地判断を行うこととする手続ですけれども、全

部で１４筆ございまして、おおよそ１．１ヘクタール分の農地が今年度の非農地判

断ということになります。 

以上報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

報告事項ですが、何かご質問があったらお願いいたします。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（２）報告第２９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局

よりお願いいたします。 

 

事務局  ２ページをお開きください。 

報告第２９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、今月５件です。 

１件目、農地所有者は○○○の○○○○、相続者、○○○○○、対象農地、大字平

穏字○○○○○○○○、現況地目、田、現況面積が１，３２６平米、あっせんの希

望はありません。 

２件目ですが、農地所有者は○○○の○○○○、相続者、○○○○、対象農地、大

字○○○○○○○○○○○○ほか４筆、現況地目、畑、面積が合計で６，６３５平

米、あっせんの希望はありません。 

３件目ですが、農地所有者は○○の○○○○、相続者、○○○○○、対象農地、大

字○○○○○○○○○○○、田で現況面積１，２９２平米、あっせんの希望はあり

ません。 

４件目ですが、農地所有者は○○の○○○○○、相続者、○○○○、対象農地、大

字○○○○○○○○○○○○○○、現況地目、畑で面積が２２５平米、あっせんの

希望はありません。 
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最後、５件目ですが、農地所有者は○○○の○○○○、相続者、○○○○、対象農

地、大字○○○○○○○○、田で面積が１，６１５平米です。あっせんの希望がご

ざいまして、位置図を１７ページに載せております。場所は○○○○○○○と○○

○○○○○○交差点を北側に向かった山の麓にある農地となっております。現況は

遊休農地となっております。 

以上５件、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

報告事項ですけれども、質問か何かありますか。（なし） 

ないようでしたら、次に進みたいと思います。 

（３）報告第３０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局よ

りお願いいたします。 

 

事務局  続いて、３ページをお願いします。 

報告第３０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、今月１件です。 

所在地は、○○○○○○○○○○○及び○○○○○○、現況地目がいずれも畑で、

面積が２筆合計１，６５７平米です。通知人は、○○○が○○の○○○○、賃借人

が○○の○○、解約に至った理由ですけれども、賃借人の労働力不足のためとなっ

ています。 

以上報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この報告事項について質問がありましたらお願いいたします。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（４）報告第３１号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について、事務局

よりお願いいたします。 

 

事務局  それでは、４ページをお願いします。 

報告第３１号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について、こちらは公共

事業による届出になります。 

農地の所在地は、大字○○○○○○○○○○○、地目は台帳、現況ともに田、面積

は１４平米、農地区分は３種農地に該当しまして、こちらに災害復旧工事というこ

とで護岸ブロック等を設置するものでございます。申請人は山ノ内町、事由の詳細

は、令和元年度に発生した台風１９号災害により寒沢川の護岸が洗掘されたため災

害復旧工事を実施するものでございます。 

位置図を１５ページ、集成図を１６ページに載せてあります。場所ですけれども、

１５ページの位置図のとおり、いで湯の里付近の寒沢川に面している農地です。 

以上報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

報告事項ですけれども、質問か何かありましたらお願いいたします。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（５）議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局よりお

願いいたします。 

 

事務局  ５ページをお願いします。 

議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について、今月３件です。 
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１件目ですが、申請人、渡人が○○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに７，

３１８平米、家族総数２、稼働人員が２です。受人は、○○○の○○○○、所有面

積が２，０３２平米、耕作面積が５，４７８平米、家族総数が１、稼働人員が１で

す。対象農地は、大字○○○○○○○○○、同じく○○○○○○○○○、○○の○

○○○○○○、現況地目はいずれも畑で、３筆合計面積が３，３４９平米です。契

約内容は売買で、価格は全体で３００万円になります。理由ですけれども、渡人に

つきましては高齢のため規模縮小、受人につきましてはブドウの栽培で規模拡大と

なっております。位置図を１８ページ、公図を１９ページから２１ページに載せて

おります。場所につきましては、国道４０３号の大曲の辺り西側から小松ぶどう団

地に向かっての農地となっております。 

２件目ですが、申請人、渡人が○○の○○○○○、所有面積９，２５５平米、耕作

面積が５，５９７平米、家族総数１、稼働人員がゼロです。受人は、○○○○○○

○○○、所有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数が１、稼働人員が１です。対象

農地は、大字○○○○○○○○○○○○○○、同じく○○○○○○○、地目はいず

れも畑で、２筆合計面積が１，１８５平米です。契約内容は売買で、価格は全体で

６０万円となっております。理由ですけれども、渡人は高齢のため規模縮小、受人

につきましては所有の住宅に隣接する農地で野菜の作付をするということで新規

就農です。位置図は２２ページ、公図を２３ページに載せております。場所につい

ては、○○○○の○○さんが現在所有されている住宅の両隣にある農地となってお

ります。 

続いて、３件目ですけれども、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積、耕作

面積ともに９，３３８平米、家族総数が４、稼働人員が２です。受人は、○○の○

○○、所有面積が１万４，７７０平米、耕作面積が１万９，５４８平米、家族総数

が６、稼働人員が４です。申請地は、大字○○○○○○○○○○○、同じく○○○

○○○、いずれも地目は畑で、２筆合計面積が１，０４４平米です。契約内容は贈

与で無償となります。理由ですけれども、渡人につきましては労働力不足のため規

模縮小、受人につきましてはリンゴの作付で規模拡大となっています。位置図を２

４ページ、公図を２５ページに載せておりますが、場所につきましては、○○○○

○○○○○○○○○○○になる農地となっております。 

以上３件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全

て満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、補足説明をお願いいたします。 

１番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 ○○○○○さんから○○○○さんのほうへ売買ということですが、○○○○さんは

Ｉターンで今年入られた方で面積を増やしている方です。問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。 

藤浦委員。 

 

藤浦委員 これはブドウがなっている。 

 

齊藤委員 ブドウが植わっている状態で。 

 

議 長  ほかにご質問ある方。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 
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ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件について、福井委員、お願いいたします。 

 

福井委員 受人の○○さんは、７年前に○○さんより住宅を取得し、植付けの作業を再構築を

し、これまで何度か通いながら耕作をされ管理をされています。現地を見てきまし

たけれども、しっかりきれいに管理がされており、勤務にしても真面目にやられて

いるとのことでした。このたび定住移住のめどがつき登記をし、こちらに移住をし

引き続き夏野菜など家庭菜園に大変意欲的であり、問題はないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願

います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

それでは、３番の案件について、湯本智明委員、お願いいたします。 

 

湯本（智）委員 ○○さんのほうですけれども、２年ぐらい前からこの畑を耕作されていませ

んで、その隣が○○○さんの畑でありまして、お互い相談した中でこの畑を作って

くれるということで、ただでもいいから作ってもらいたいということで、○○さん

のほうも承諾して引き受けることにしました。また、○○さんのほうは若手夫婦、

頑張っていますので、別に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質疑を取りたいと思います。質問のあ

る方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

湯本さん、可決になりましたので、お願いいたします。 

それでは、次に移ります。 

（６）議案第２７号 農地法第４条の規定による許可申請について、事務局よりお

願いいたします。 

 

事務局  それでは、６ページをお願いします。 

議案第２７号 農地法第４条の規定による許可申請について、今月１件でございま

す。 

農地の所在地は、大字○○○○○○○○○○、登記、現況ともに畑で、面積は１１

４平米、農地区分は２種の農地でございまして、こちらに除雪機用倉庫を建築した

いということです。申請人は○○の○○○○、事由の詳細ですけれども、自身が所

有する農地に除雪機の格納倉庫を建築するため農地転用の申請になりました。参考

の資料を２５ページから３０ページにつけてあります。場所ですけれども、２６ペ

ージの位置図をお願いします。○○○○○○○○○○○○○を○○○○に５００メ

ートルほど進んだ○○○○○○○です。ほかの資料は、２７ページに公図の写し、

２８ページに登記簿謄本の写し、２９ページに土地利用計画図、３０ページに倉庫

の図面を載せております。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手

願います。（なし） 

補足説明を湯本幸作委員、お願いいたします。 
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湯本（幸）委員 申請人の○○○○さんは、旅館を経営しています。それに経営する旅館の除

雪に除雪機を使用するのですが、冬場以外、除雪機を置く場所がなく、自身の所有

する農地を転用し、倉庫を建築するため申請をされました。周辺は宅地で農地はな

く、転用しても農業への影響は最小限に抑えることができるため、問題はないと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問をお受けいたします。質問のある

方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

（７）議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局よりお

願いいたします。 

 

事務局  それでは、７ページをお願いします。 

議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について、今月１件でございま

す。 

農地の所在地ですが、大字○○○○○○○○○○○○○、登記、現況ともに畑で面

積が８７４平米、農地区分は１種の農地でございまして、こちらに個人用住宅を建

築したいということでございます。申請人ですけれども、渡人は○○○○在住の○

○○○○○、受人は○○○○○○○、契約内容は売買です。事由の詳細ですけれど

も、申請人の○○さんは現在、妻の実家に両親と２世帯で暮らしています。子供も

大きくなり手狭になってきたため、住宅を建築するため農地転用の申請に至りまし

た。参考の資料を３１ページから３７ページにつけてあります。場所ですけれども、

３１ページの位置図をお願いします。○○○○○○○○から○○へ約３００メート

ルほどの○○○○○○○○○に面した農地です。ほかの資料としましては３２ペー

ジに公図の写し、３３ページに登記簿謄本の写し、３４ページから３７ページは住

宅の平面図及び立面図となっています。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、１番の案件、補足説明を藤浦委員、お願いい

たします。 

 

藤浦委員 渡人の○○○さんなのですけれども、○○○○に住んでいるため耕作されていない

状態になっております。○○さんは子供が西小学校に通うということで、西小に通

える範囲内で住宅の農地を探していたところ当該の農地が見つかったということ

でございます。この農地なのですけれども、１種農地ではあるのですが、位置図の

とおり住宅に挟まれた農地でして、転用しても問題ないと考えられるのでよろしく

お願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問ある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

（８）議案第２９号 農用地利用集積計画の承認について、事務局よりお願いいた

します。 

 

事務局  ９ページをお願いします。 
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議案第２９号 農用地利用集積計画の承認につきまして、今月、新規が６件、再設

定が３件の計９件です。 

１件目ですが、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者が○○○○○○○○、

設定する農地、大字○○○○○○○○○○○○、畑で面積が２，０７７平米です。

利用権の種類が賃借権で、この農地を１０年の設定でブドウの作付を予定していま

す。賃料は全体で５万円の新規設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が１件目と同じく○○○○○○○、設定する者が○

○○の○○○、設定する農地、大字○○○○○○○○○○○○○、畑で面積が１，

２００平米のうちの１，１８８平米です。利用権の種類は賃借権で、この農地を１

０年の設定でブドウの作付をしていきます。賃料につきましては１０アール当たり

５,０００円の再設定となります。 

３件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

代、設定する農地、大字○○○○○○○○○○○○○、田で１，０７８平米、利用

権の種類が賃借権で、１０年の設定で水稲を作付しています。賃料は全体で３，０

００円の再設定です。 

４件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○○○○○○○○○○、設定する

者が○○○○○○○○、設定する農地、大字○○○○○○○○○○○、畑で面積が

４，９３３平米、利用権の種類が賃借権で、１０年の設定でブドウの作付を予定し

ています。賃料は１０アール当たり１万円の新規設定となります。 

５件目ですが、設定を受ける者が○○○○○○、設定する者が○○の○○○○、設

定する農地、大字○○○○○○○○○○、畑で面積が３，７８４平米です。利用権

の種類は賃借権で、５年の設定でリンゴとブドウの作付を予定しています。賃料は

１０アール当たり３万７，８００円の新規設定となります。 

６件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字○○○○○○○○○、畑で２，０２５平米のうちの１，５２５

平米となります。利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定し

ています。賃料は１０アール当たり１万円の再設定です。 

７件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地、大字○○○○○○○○○○○、同じく○○○○○、同じく○○

○○○、いずれも畑で面積が３筆合計で１，９４５平米です。利用権の種類は賃借

権で、１０年の設定でブドウと野菜の作付を予定しています。賃料は１０アール当

たり２万５，０００円の新規設定となります。 

８件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字○○○○○○○○○○○、田で２，８８４平米です。利用権の

種類は賃借権で、１０年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は１０アール当

たり５，０００円の新規設定となります。 

最後、９件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○、設定する者が○○○の○

○○、設定する農地、大字○○○○○○○○○○○○、畑で７５４平米です。利用

権の種類が賃借権で、この農地は４年の設定で野菜の作付を予定しています。賃料

は全体で３，０００円の新規設定となります。 

以上９件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。以上よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、案件について補足説明をお願いいたします。 

１番の案件について、山口委員、お願いいたします。 

 

山口委員 ○○の○○○○さんです。従来、本郷のほうでブドウを行っておりまして、再設定
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させていただきます。また、このたび○○のほうで新たにブドウのほうを開始する

ということで、大変夫婦で熱心にやっていらっしゃいまして、ご存じの方もいらっ

しゃるかと思いますが、息子さんもＪＡの技術委員をやっておられまして、技術の

ほうも大変優れていらっしゃいます。お認めいただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問がありましたら挙手願います。（な

し） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について、同じく山口委員、お願いいたします。 

 

山口委員 ○○○○さんです。先ほども申しましたとおり再設定でございます。また同じく認

めいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

続きまして、３番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 ○○○○さん、再設定です。前、田んぼが荒れているところを再生を兼ねて引き継

いでやってもらいました。またそこで再設定の申請がありましたので、よろしくお

願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問をお受けします。質問のある方は

挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

続きまして、４番の案件について、湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本（久）委員 ○○○○○○○○○さんは○○○でキノコを栽培している会社でして、最近

はキノコのほかにブドウも作るようになりまして、それで、この○○さんは○○○

○○にお勤めで、自分では耕作できないということで、○○さんの畑も借りて○○

○○○○○○○さんがブドウ栽培の規模を拡大をしたいということで、今までも中

野市のほうでそういうふうにやっておられるようなので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問がある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

５番の案件について、湯本智明委員、補足説明をお願いいたします。 

 

湯本（智）委員 ○○さんと○○さんは親類関係でありまして、旦那さんが亡くなってしまい

まして、今まで耕作されていたわけですけれども、旦那さんが亡くなった関係で、

いろいろこれから面倒になるといけないということで、農業委員会を正式に通して

畑の貸し借りをしたいということで、新規設定となっていますけれども、ずっと耕

作されていましたので、問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

６番の案件について、湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 ○○○○さんは、高齢で現在は廃業されております。それで、○○○○さん

は後継者もいてしっかりやられております。認定農業者で再設定になりますので問

題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

７番の案件について、湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本（久）委員 ○○○○さん、今は主に後継者の長男の方とブドウを中心に耕作されていま

す。この○○○○さんの農地なのですが、今は何も作っていなくて、草刈り程度に

なっていまして、その近くに○○さんの自分ちの畑がありまして、それを借りてま

た新たにブドウを作って規模拡大をしていきたいということです。よろしくお願い

します。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

最後になりますけれども、９番の案件について補足説明を齊藤委員、お願いいたし

ます。 

 

齊藤委員 この○○○さんは長野の方で、グループを作って前坂の遊休荒廃地を耕して、野菜

を作って一生懸命やっている人です。その後見人というか、○○○○○○○○○さ

んで、元種菌センターを利用しながら栽培から販売まで行っています。今までは借

りてやっていたわけですが、ここで利用権設定をされた次第ですので、実績もあり

ますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決いたします。 

すみません、１つ飛ばしてしまいました。８番の案件について、湯本智明委員、お

願いいたします。 

 

湯本（智）委員 この○○○○○○と○○さんは親類関係でありまして、○○さんのほうは全

然耕作されていなくて空いていた畑があったわけです。そこで○○さんのほうで、

若手夫婦も頑張っておりまして畑を増やしたいということで、ちょうど親類筋の○

○さんの畑がありましたのでお借りすることになりました。若手夫婦も頑張ってい

ますので、別に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 
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議事につきましては、これをもちまして終了といたします。ありがとうございまし

た。 

 

会長代理 山本会長、進行ありがとうございました。 

 

＜その他＞ 当面の日程について 

 

会長代理 それでは、以上をもちまして第１２回山ノ内町農業委員会定例総会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後 ４時４６分 

 


